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令和３年３月定例市議会の開会にあたり、提出いたしました令

和３年度予算案及びその他の議案について、その概要を申し上げ、

あわせて、市政運営について所信の一端を申し上げます。 

なお、私は４月 23 日をもって市長の職を退任いたしますが、

この提案理由説明につきましては、本市の基本的な姿勢を申し上

げるものでございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

はじめに 

 

我が国の経済は、昨年４月の新型コロナウイルス感染症による

緊急事態宣言のなか、一時は戦後最悪の厳しい状況に陥りました

が、同宣言解除後は第１次・第２次補正予算などの効果もあって、

依然として厳しい状況にはあるものの、持ち直しの動きがみられ

ております。 

先行きにつきましては、感染拡大の防止策を講じるなかで、各

種政策の効果や海外経済の改善もあり、持ち直しの動きが続くこ

とが期待されておりますが、内外の感染拡大による下振れリスク

の高まりに十分注意することが必要であるとされております。 

こうしたなか、国では総合経済対策を通じて、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大を防止するとともに、ポストコロナに向けた経

済構造の転換、好循環の実現を図り、防災・減災、国土強靭化の

推進など安全・安心の確保に努めることとされております。 

さらに、１月には再び11都府県で緊急事態宣言が発出されたこ

とから、感染拡大の抑制を最優先に対策を徹底し、経済への影響

に対しては、いわゆる15か月予算となる第３次補正予算及び令和

３年度当初予算を着実に執行し重点的・効果的な支援に万全を期

すこととし、成長分野への民間投資を大胆に呼び込みながら、生
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産性を高め、賃金の継続的な上昇を促し、民需主導の成長軌道の

実現につなげるとされております。 

本市といたしましても、国の補正予算に呼応して、今回の３月

補正予算において、感染予防対策などのほか、社会インフラ等の

整備・老朽化対策を加速させるなど防災・減災への対応を行い、

また、令和３年度当初予算においても感染症への様々な対策や、

産業の振興、安定した雇用の創出を図るなど、切れ目なく地域経

済の下支えを行ってまいります。 

加えて、４月以降高齢者から順次対象を拡大する、新型コロナ

ウイルスのワクチン接種につきましては、１月に実施本部を設置

し、様々な準備に取り組んでいるところであり、市民の皆様が確

実にワクチンを接種できるよう万全を期してまいりたいと考えて

おります。市民の皆様におかれましても、ご自身はもとより、ご

家族や友人など大切な人を守るため引き続き感染拡大を予防する

行動に努められますよう、ご協力をお願い申し上げます。 

さて、私の市長としての任期も残り僅かとなり、今回が最後の

当初予算の提案理由説明となりました。 

在任期間中には、様々な施策、取組を進めてまいりましたが、

私が目指してきたことの本質は、市民一人ひとりの生活の質(ク

オリティ・オブ・ライフ)の向上であり、このことが都市の

「格」を高めることにつながり、将来に明るさを感じながら家族

そろって生き生きと暮らすことのできる地域社会をつくることに

なるという考えであります。今まで取り組んできた様々な施策の

一つ一つは、こうした地域社会を実現するための仕掛けであると

いえます。 

私は、活力にあふれ、市民の皆様が真の豊かさを実感できる

「とやま新時代」の実現を目指し、平成14年１月に旧富山市長に

就任して以来、20年近くが経ちますが、今日のように大きく問題
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視される以前から人口減少社会の到来に強い危機感を抱き、それ

にどう対応していくのかが最大の課題であると認識し市政運営に

当たってまいりました。 

これまでの市政運営において絶えず根底にあるのは、行政とは

都市経営であり、「人口減少と少子・超高齢社会の進行という今

まで誰も経験したことのない社会構造の大きな変化への挑戦」、

「将来にわたり持続可能な都市構造への転換」、「20年後、30年

後の将来市民にも責任の持てるまちづくりの推進」という３つの

テーマを限りなく追い求めてまいりました。 

こうしたなか、在任期間において何があってもやりぬくという

強い意志と覚悟をもって取り組んだことが、平成17年４月の７市

町村による市町村合併であり、また、市長就任の翌年から取り組

んだ公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくりで

あります。 

まず、市町村合併につきましては、旧富山市の市長に就任した

その年の12月に、富山地区広域圏事務組合を構成する各市町村の

首長を訪ね、合併に向けた協議への参加を直接呼びかけた結果、

11市町村のうち７市町村が参加する、富山地域合併協議会が平成

15年４月に発足し、その後、様々な曲折もありましたが、将来を

見据えた前向きな協議が実を結び、新市が誕生するに至りました。 

その後、私は新富山市の初代市長という重責を担うこととなり

ましたが、新市建設に苦労を共にした各首長や当時議論した皆様

方の思いを絶えず意識しながら、一つ一つ具現化していくとの思

いでこれまで市政を運営してまいりました。 

合併後は、川上から川下までの豊かな自然と多様性に富んだ魅

力ある都市にふさわしい一体感の醸成と、それぞれの地域の持つ

個性を生かした発展を目指し、携帯電話不感地帯の解消や地域間

を結ぶ道路網の整備、常備消防拠点や小・中学校、コミュニティ
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センター等の施設整備、ＪＲ高山本線の活性化、婦中鵜坂駅の新

設など、数多くの事業に取り組みましたが、これらの事業は一つ

の自治体ではなかなか実現できなかったと思っており、合併特例

債をはじめとする財政支援措置を最大限活用し、より広域的な観

点から実現できるようになったものと考えております。 

また、旧富山市以外の６地域に、新たに地区センターを配置す

ることにより、基礎自治体の重要な役割であるよりきめ細かなフ

ェイス・トゥ・フェイスの行政サービスの提供が可能となったこ

とは、旧町村地域の市民福祉の向上に大いに資することになるな

ど、自治体の持続的な発展という観点から、合併の成果は大変大

きかったと思っております。 

次に、市町村合併とともに、強い意志と覚悟をもって一貫して

推し進めてきたことは、公共交通の活性化、公共交通沿線地区へ

の居住促進、中心市街地の活性化を３本柱とする、公共交通を軸

とした拠点集中型のコンパクトなまちづくりであります。 

平成18年４月29日に、旧ＪＲ富山港線を公設民営方式により日

本初の本格的なＬＲＴとして再生した富山ライトレールが開業し

たことを皮切りに、それまで鉄道にしか適用できなかった上下分

離方式を国に働きかけて軌道事業にも導入することができるよう

になり、平成21年12月23日には、中心市街地の活性化と都心地区

の回遊性強化を目的に、市内電車の環状線化を実現いたしました。 

また、平成19年には、国の中心市街地活性化基本計画の第１号

認定を受け、中心市街地の活性化を図るとともに、都心地区と公

共交通沿線居住推進地区への居住を誘導することで、都市の賑わ

いや人々の交流が一層促される魅力ある上質な都市空間の形成に

努めてまいりました。 

このようにコンパクトなまちづくりをブレずに進めてきた結果、

住民基本台帳上の人口動態では、平成20年以降13年連続で転入超
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過となり、中でも、県外からの転入超過は９年連続で続いており

ます。また、国の公示地価では、富山県全体の平均地価が平成５

年以降、28年連続で下落しているのに対して、本市の地価は、県

の地価調査でも全用途の平均変動率が７年連続で上昇していると

ころであります。 

こうした地価の上昇が固定資産税や都市計画税の税収に反映し、

中山間地域における単独事業への財源が生み出され、市域全体へ

の税の還流が起きていることは、これまでのまちづくりの様々な

取組の成果の一つの表れであると考えております。 

そして、昨年３月には、富山駅周辺の南北一体的なまちづくり

の要であり、本市が進めてきたコンパクトなまちづくりの一つの

到達点である路面電車南北接続事業が完成し、市内に全長１５キ

ロメートルに及ぶＬＲＴネットワークが形成されました。 

このことは、明治41年（1908年）に富山駅が現在地で開業して

以来、永年にわたり、本市の都市構造の大きな課題として残され

てきた市街地の南北の分断が解消され、市民にとって百年の夢で

ある南北一体化が実現すると同時に、私自身にとっても、市長就

任時から目指してきた、将来市民にも責任をもてる持続可能なま

ちづくりが目に見える形で結実したものと捉えており、次世代に

引き継がれる都市構造を実現し、将来市民に良い資産を残すこと

ができたことは、大変感慨深く感じております。 

また、コンパクトなまちづくりを政策の中心に据え、福祉や教

育、環境、文化など、都市の魅力や総合力を高める施策、例えば

角川介護予防センターやまちなか総合ケアセンターの整備などき

め細やかな福祉・医療サービスの提供をはじめ、ひとり親家庭の

支援やお迎え型病児保育、産後ケア事業の実施など子育て環境の

充実、小・中学校の施設整備やネイティブスピーカーふれあい事

業など教育環境の充実、企業団地の造成などによる雇用・企業経
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営の支援、ガラス美術館や中規模ホールの整備など文化施策の充

実など、都市の総合力を高める様々な施策に取り組んだことが企

業、経営者に好感を持って受け止められ、従業員の方だけでなく、

ご家族の方からも魅力的なまちとして評価を受け、安心して富山

市に移り住んでいただくことにつながっているものと思っており

ます。 

こうした本市の持続可能で重層的なまちづくりが次第に国内外

から注目されるようになり、平成20年の環境モデル都市や平成23

年の環境未来都市、平成30年のＳＤＧｓ未来都市にいずれも国内

第１号の選定を受けたほか、平成24年６月に、ＯＥＣＤのコンパ

クトシティ報告書に世界の先進５都市の１つに選ばれたことを皮

切りに、平成26年には、国際連合のエネルギー効率改善都市やロ

ックフェラー財団の100のレジリエント・シティ、さらには、平

成28年に世界銀行の都市間パートナーシップ・プログラム参画都

市に選定されるなど、国内はもとより世界の多くの都市が抱える

課題の解決に向けた一つのモデル都市として国際的にも高い評価

を受け、さらに、私個人としても、令和元年５月に、当時世界の

61の首長で構成されるＯＥＣＤのチャンピオン・メイヤーズに選

出されたことは、大変光栄なことでありました。 

このように、我が国でも初めての取組を数多く実現してきたこ

とは、国内外における本市の知名度向上につながるものであり、

それが市民にとっての「まち」に対する誇り、いわゆるシビック

プライドの醸成に寄与したものと自負しております。 

しかしながら、基礎自治体である市が絶えず目指すべきものは、

市民一人ひとりのクオリティ・オブ・ライフの向上にあり、その

意味では、本市のまちづくりには、まだまだ足りない点があると

考えており、市民福祉の向上のための施策をより一層進めていく

ことが重要であります。 
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そのためには、来るべき脱炭素社会の実現も見据えながら、過

度に自動車に依存した生活から脱却し、歩いて暮らせるまちづく

りを進めるとともに、これまで整備してまいりましたセンサーネ

ットワークや、第５世代移動通信システムなどを活用したスマー

トシティを実現し、市民生活や企業活動のイノベーションを促進

していく必要があります。 

また、市内には製造業を中心に強固な産業構造が築かれてはい

るものの、技術開発やイノベーションにより将来の産業を支え得

るベンチャー企業やスタートアップ企業が、この地で芽生え成長

していくための支援や新たな産業の振興につながる環境を整える

とともに、今回の新型コロナウイルス感染症の影響によるライフ

スタイルの変化にも対応していく必要があります。 

私が思い描く理想とする都市像、それはヨーロッパの都市にも

決して引けを取らない、豊かな自然と歴史、文化を有する郷土富

山市の格をさらに磨き上げ、持続的な経済発展と社会的な課題の

克服を両立し、この地で暮らす誰もが生きがいを持って満足感や

幸福感を感じながら、活力に満ちた質の高い生活を送ることがで

きる社会の実現であります。 

次期市長には、これまでの市政の営みをしっかりと伝え、基本

政策であるコンパクトなまちづくりを継承し、産業や教育など、

イノベーションを活かしたまちづくりを託すとともに、市町村合

併の成果や課題を客観的に検証してもらうことを期待しています。 

また、市職員には、私が４月23日をもって市長の職を退任した

後も、セクショナリズムに陥ることなく部局横断的に連携を図り

ながら、組織一丸となって、様々な地域課題を克服し、市民一人

ひとりのクオリティ・オブ・ライフを高める施策を力強く推し進

めていくことを強く望んでいるところであります。私も、残され

た任期につきまして、全身全霊を捧げ、県都富山市の限りない発
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展と市民福祉の向上に日々全力で取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 

１ 予算編成の基本方針 

 

次に、令和３年度予算編成方針について申し上げます。 

まず、国においては、令和３年度の税収について、新型コロナ

ウイルス感染症拡大による社会経済活動の停滞を受け、本年度当

初予算から大幅な減収となる 57兆円を見込んでおります。    

歳出では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に万全を期す

ための経費に加え、デジタル社会やグリーン社会、全世代型社会

保障制度等の中長期的な課題に対応するための経費を計上したこ

となどから、一般会計の総額は 106 兆 6,097 億円となっており、

３年連続で 100 兆円を超え、過去最高を更新しております。 

また、令和３年度末の国債発行残高が、990 兆円に達すると見

込まれており、我が国の財政は、極めて厳しい状況にあります。 

地方財政については、地方財政計画において、地方税が大きく

落ち込む経済情勢を踏まえ、行政サービスを安定的に提供しつつ、

地域の課題にも対応できるよう、地方交付税総額を本年度比で

5.1％増、臨時財政対策債も大幅な増額を行うことで、一般財源

総額は、水準超経費を除く交付団体ベースで、本年度を上回る 61

兆 9,932 億円が確保されております。しかしながら、令和３年度

末における地方の借入金残高の見込みは 190 兆円となり、地方債

依存度も大きく上昇するなど、地方の財政状況も厳しい状況にあ

ります。 

次に、本市の令和３年度の歳入については、国と同様に、新型

コロナウイルス感染症拡大の影響により、個人市民税は事業所得

及び給与所得の減少、法人市民税は企業業績の悪化、固定資産税
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は設備投資の減少により、大きく減収になるものと見込んでおり

ます。加えて、固定資産税については、評価替えによる減収も見

込まれ、市税全体としては、本年度の当初予算を大きく下回る見

込みであります。 

一方、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税については、

国において、本年度を上回る額が確保される見込みであることか

ら、市税の減収を一定程度補うことができるものの、一般財源総

額で見ますと、本年度当初予算を大きく下回る見込みであります。 

これに対して、歳出では、公債費は減少するものの、引き続き、

社会保障費の伸びが見込まれ、義務的経費が依然高い水準にあり

ます。また、第２次総合計画をはじめ、各種計画に位置づけた事

業の着実な進捗や、小・中学校の耐震化、道路橋りょうなどの社

会資本や公共施設の老朽化対策を推進する必要があることに加え、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社会経済活動を両立させ

るための対策が必要になるなど、例年にも増して大きな財政需要

があり、本市の財政は大変厳しい状況にあります。 

このため、予算編成にあたりましては、将来にわたって持続可

能な健全財政を確保するため、歳出の抑制を図るとともに、有利

な市債を活用しながら、予算の重点的・効率的な配分に努めたと

ころであります。 

なお、私の任期が４月 23 日に満了となりますので、令和３年

度当初予算は、政策的判断が必要となる新規事業などを補正予算

において計上する骨格予算として編成したところでありますが、

厳しい状況下にある地域経済を切れ目なく下支えするため、令和

２年度２月及び３月補正予算と合わせて、必要な事業費を確保し、

市民一人ひとりが誇りと希望を持てる力強い予算となるよう、最

大限の努力を傾注したところであります。 
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２ 予算規模 

 

以上のことに努めた結果、令和３年度の予算規模は、 

一般会計については、1,727 億 284 万余円であり、対前年度当

初予算比 104.3％となっております。 

また、特別会計については、1,277 億 3,827 万余円であり、対

前年度当初予算比 98.3％となっております。 

企業会計については、466 億 869 万余円であり、対前年度当初

予算比 99.8％となっております。 

総額では、3,470 億 4,981 万余円であり、対前年度当初予算比

101.4％となっております。 

 

３ 歳出予算の概要 

 

次に、総合計画の４つのまちづくりの目標にしたがって、歳出

予算の主な内容をご説明申し上げます。 

 

（１）「すべての人が輝き安心して暮らせるまち」 

 

第１は、「すべての人が輝き安心して暮らせるまち」について

であります。 

 

① すべての世代が学び活躍できるひとづくり 

 

はじめに、すべての世代が学び活躍できるひとづくりについて

申し上げます。 

次代を担う子どもたちの個性を大切にし、生きる力を育む教育

の充実が重要であります。また、生涯学習施設の整備など、市民
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に身近な学習環境を充実させる必要があります。 

学校教育については、文部科学省が進めている「ＧＩＧＡスク

ール構想」の実現に向けて、今年度末までに市内全小・中学校へ

の学習用コンピュータ一人一台端末の配備、並びに高速大容量の

通信環境の整備を進め、各学校での端末の積極的な活用を促すこ

とで、子どもたちの情報活用能力の育成等に努めてまいります。 

特別支援教育については、スクールサポーターを配置し、きめ

細かに児童生徒を支援してまいります。 

いじめ、不登校対策においては、引き続き、スクールソーシャ

ルワーカー及びスクールカウンセラーの配置を行うとともに、関

係機関と連携を図りながら児童生徒や保護者の支援に努めてまい

ります。 

小・中学校の施設整備については、耐震化が必要な学校施設の

改築や耐震補強を着実に推進し、安全で快適な教育環境づくりに

努めてまいります。 

八尾地域の中学校統合については、令和４年４月の開校に向け

て整備を進めてまいります。 

小・中学校の再編については、子どものより良い学びを保障し、

教職員の質を高めるなど、教育環境を整えるために避けて通れな

い課題であると考えていることから、小・中学校の再編計画を策

定し、着実に推進してまいります。 

生涯学習拠点の充実については、長岡公民館の改築工事や、船

峅公民館の耐震補強工事を行うなど、整備を進めてまいります。 

 

② いつまでも元気で暮らせる健康づくり 

 

次に、いつまでも元気で暮らせる健康づくりについて申し上げ

ます。 
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スポーツ・レクリエーション活動の振興を図り、生涯スポーツ

と競技スポーツを両輪とした、市民の誰もがスポーツを楽しむこ

とのできるスポーツ社会の実現を目指してまいります。 

また、心身の健康づくり活動と介護予防活動を促進するための

体制を一層充実させることが必要です。 

生涯スポーツについては、体育協会や関係団体などと連携し、

幼児や児童がスポーツに取り組むきっかけを作るとともに、ライ

フスタイルや年齢、体力などに応じて、気軽にスポーツができる

機会を提供するなど、ライフステージに応じた施策を推進してま

いります。 

競技スポーツの振興については、全国や世界で活躍するジュニ

ア選手の育成とともに、東京オリンピックでの活躍が期待できる

優秀選手への支援など、競技力の強化、向上に努めてまいります。 

スポーツ活動の拠点となる施設については、今年度策定した長

寿命化対策基本計画に基づく、施設、設備の改修・更新を行い、

安心・安全、快適に利用できる市民のスポーツ環境のさらなる充

実に取り組んでまいります。 

心の健康づくりについては、うつ病や依存症、ひきこもりなど

に関する正しい知識の普及啓発に努めるとともに、相談支援体制

の強化や居場所づくりなどを推進してまいります。 

また、自殺予防対策の推進に向け、「自殺対策総合戦略」に基

づいて、地域のネットワークの強化やゲートキーパーの育成など

に取り組んでまいります。 

感染症対策については、新型コロナウイルス感染症のワクチン

接種の取組を進めるとともに、検査体制を強化するなど、感染症

の発生とまん延の防止に努めてまいります。 

介護予防については、老人クラブなどと連携し、地域ぐるみで

の「閉じこもり予防」に取り組むとともに、口腔機能の低下を防
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ぐため、歯科医師による口腔ケア指導を行うなど、高齢者の生活

の質の向上と健康寿命の延伸に努めてまいります。 

また、高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する事業に

取り組み、地域の健康課題の分析や支援を必要とする対象者の把

握を行い、個別支援や通いの場への関与等を通して、生涯にわた

る生活の質の維持・向上につなげてまいります。 

成人保健については、新型コロナウイルスの感染防止対策を徹

底しながら、がんの早期発見や早期治療に向け、がん検診の受診

率向上に努めてまいります。 

また、受動喫煙対策として、市内の飲食店や事業所などへの助

言・指導と、市民への啓発活動を実施し、望まない受動喫煙の防

止を図ってまいります。 

 

③ 誰もが自立し安心して暮らせるまちづくり 

 

次に、誰もが自立し安心して暮らせるまちづくりについて申し

上げます。 

安心して子どもを生み、育てることができる環境づくりなど、

さらなる子育て支援の充実が重要であります。また、高齢者や障

害者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、福祉サービスの

充実や地域全体で支え合うまちづくりが必要です。 

子育て環境の充実については、「第２期子ども・子育て支援事

業計画」に基づいて、子ども・子育て支援のための施策を総合的

に推進してまいります。 

まちなか総合ケアセンターにおいては、産後の心と身体の回復

支援を行う「産後ケア」や、お迎え機能を持った「病児保育」、

心や身体に発達の遅れが心配される乳幼児への支援などを、一元

的・包括的に提供してまいります。また、新たに、産後うつや児
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童虐待の予防を図るため、生後２か月未満の子どもの日中の一時

預かりを行い、母親の相談に応じ、心身の安定と育児不安の解消

を図るモデル事業を実施してまいります。 

公立保育所については、（仮称）婦中熊野・宮川保育所の改築

工事に着手してまいります。 

私立保育施設については、施設の新設や利用定員の拡大、保育

環境の向上に向けた施設整備を支援するとともに、延長保育や病

児保育事業などを推進し、保育の受け皿の確保や保育サービスの

より一層の充実に取り組んでまいります。 

子育て支援センターにおいては、子育て相談や小中学生専用の

24 時間電話相談により様々な悩みに対応するなど、子育てに関す

る支援に努めてまいります。 

放課後児童健全育成事業については、運営支援を行う施設を増

やすとともに、地域児童健全育成事業の利用児童数が多い校区な

どでの学童保育の開設支援を行うことにより、受け皿となる民間

事業者の参入を促進してまいります。 

ひとり親家庭への支援については、本市独自の子育て支援金の

給付や子どもの奨学資金の給付及び貸付を行うなど、支援の充実

に努めてまいります。 

母子保健については、保健福祉センターにおいて、母子健康手

帳の交付やベイビーボックスの配布の際に、保健師による面談を

行うとともに、育児サポートネットワークの構築を推進し、妊産

婦が、安心して子どもを生み、育てることができるよう支援して

まいります。 

出産を希望する世帯への支援については、特定不妊治療費や不

育症検査費に対する助成の拡充を図るほか、引き続き、不妊検査

費に対して助成してまいります。 

児童虐待の防止については、「子ども家庭総合支援拠点」が中
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心となり、関係機関と連携し、児童虐待の早期発見に努めるとと

もに、虐待防止のための広報活動や人材育成などを行い、子ども

が安心して暮らせる社会づくりを推進してまいります。 

高齢者の介護や介護予防、在宅生活を総合的に支援する地域包

括支援センターについては、地域包括ケアの中核機関としての機

能が十分に発揮されるよう取組を充実させてまいります。 

認知症対策については、地域支援ネットワークの構築を推進す

るとともに、徘徊する認知症高齢者をＩＣＴを活用して早期に発

見できる体制づくりを進めるなど、社会全体で認知症の方を支え

る意識を高め、認知症の方にやさしいまちづくりを推進してまい

ります。 

介護保険については、「第８期介護保険事業計画」に基づき、

地域の実情に応じたサービス提供体制の確保と地域密着型サービ

スや地域支援事業等を計画的に進めてまいります。 

障害者福祉については、「第４次障害者計画」及び「第６期障

害福祉計画・第２期障害児福祉計画」に基づき、障害のある人が

住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、居宅介護などの自立支

援や就労支援、放課後等デイサービスをはじめとした障害児施策

の充実に取り組んでまいります。 

さらには、子ども・高齢者・障害者など、すべての人々が、地

域・暮らし・生きがいをともにつくり、高め合うことができる地

域共生社会の実現を目指してまいります。 

また、居住推進地区以外の郊外において、親が暮らす地域に子

が戻って同居するためのリフォームや改築に対して支援を行い、

家族や地域のきずなを深め、地域コミュニティの維持・強化を図

ってまいります。 

病院事業については、富山医療圏において急性期医療を担う富

山市民病院と、市内の急性期病院の後方連携病院としての回復期
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医療や、まちなか地区におけるかかりつけ医療の提供を担う富山

まちなか病院が、機能分化と連携強化を図りながら、引き続き、

地域に必要とされる医療を安定的かつ継続的に提供してまいりま

す。 

 

（２）「安心・安全で持続性のある魅力的なまち」 

 

第２は、「安心・安全で持続性のある魅力的なまち」であります。 

 

① 人にやさしい安心・安全なまちづくり 

 

まず、人にやさしい安心・安全なまちづくりについて申し上げ

ます。 

これまで取り組んできた都市空間の身体的距離を縮める「フィ

ジカル空間のコンパクト化」と、市が整備したセンサーネットワ

ークや第５世代移動通信システムなどを活用した「サイバー空間

のスマート化」を高度に融合させ、企業活動のイノベーションな

どによる経済的発展と、市民の日常的な暮らしにおける社会的課

題の解決の両立を可能とする「スマートシティ」の実現に取り組

んでいく必要があります。 

また、災害時の対応や体制づくりなどを進めるとともに、近年

の気候変動や社会経済情勢の変化等を踏まえ「富山市国土強靭化

地域計画」を改訂するなど、災害に強く回復力のある安全なまち

づくりを推進してまいります。 

さらに、環境保全対策を強化し、自然と調和した快適な生活環

境を整備するとともに、消費生活の安定を図り、市民の安心・安

全を確保することが必要であります。 

津波・高波対策については、水橋漁港海岸に離岸堤を増設し、
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安全性を高めてまいります。 

決壊した場合に人的被害を与えるおそれのある「防災重点農業

用ため池」については、耐震性調査を進めてまいります。 

洪水対策及び浸水対策については、河川などの治水機能の向上

を図るほか、水田貯留の推進、雨水幹線及び排水管網の整備を進

めてまいります。 

橋りょうの維持補修については、選択と集中による戦略的な維

持管理・更新を行ってまいります。 

住宅の耐震化については、一戸建ての木造住宅の所有者が実施

する耐震改修工事を支援してまいります。 

水道事業については、安全でおいしい水を安定供給できるよう、

配水幹線や避難所などの給水拠点に接続する水道管の更新を集中

的に進め、あわせて耐震化率の向上に努めてまいります。 

公共下水道事業については、下水道管の改築にあわせて耐震化

を進めるとともに、処理場やポンプ場の長寿命化を図るため、設

備の計画的な更新に努めてまいります。 

農業集落排水施設については、特に老朽化の著しい地区におい

て、効率的かつ、効果的な事業の再構築の検討を進めるなど、適

正な維持管理を行ってまいります。 

また、災害復旧の迅速化や市民サービスの向上を図るため、Ｉ

ＣＴを活用し、行政や民間事業者が保有するライフライン情報を

集約する共通プラットフォームの整備を進めてまいります。 

防災対策については、災害時に地域防災活動の主力となる自主

防災組織の結成や育成を支援するとともに、災害用物資の備蓄を

段階的に拡充してまいります。また、大規模な災害により被災し

た市町村を支援するため、あらかじめ予算措置を講じ、より迅速

な物的支援と人的支援を行ってまいります。 

雪対策については、今年度の豪雪を受け、県や関係機関との連
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携を強化するとともに、引き続き、町内会などを対象とした、除

雪機械の無料貸出しや小型除雪機械の購入補助、消雪施設の設置

補助を行ってまいります。また、地域ぐるみ除排雪活動を推進す

ることで、より一層の除排雪レベルの向上と効率化を図ってまい

ります。 

消防・救急体制の整備については、富山消防署南部出張所の改

築に向けた実施設計に着手するとともに、消防分団器具置場の建

設や老朽化した消防車両の更新など、消防力の充実・強化を図っ

てまいります。 

防犯対策については、自主防犯組織の活動や市内を巡回し危険

箇所の把握を行う「ふるさとみまもり事業」をはじめ、町内会な

どによる防犯カメラの整備を支援し、犯罪の未然防止に向けた環

境づくりに努めてまいります。 

交通安全対策については、子どもや高齢者の事故防止に重点を

置いた交通安全教室などを実施するとともに、横断歩道における

交通ルールとマナーの定着を図るため、本年２月に実施した意識

調査の結果に基づき効果的な周知、啓発活動を行ってまいります。 

生活道路の安全対策については、歩道や防護柵、反射鏡などの

整備を進めるとともに、歩道のリフレッシュやバリアフリー化の

推進と、通行の支障となっている箇所の改善に努めてまいります。 

カラス対策については、引き続き、都心部のカラスの捕獲など

に重点的に取り組み、カラス被害の減少と都市のイメージアップ

を図ってまいります。 

斎場については、新富山市斎場の本年９月の供用開始に向け、

整備を進めてまいります。 

消費者保護については、複雑・多様化する消費生活相談に適切

で迅速な対応を行うとともに、通話録音装置の無償貸与を行うな

ど、被害の未然防止に努めてまいります。 
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富山市公設地方卸売市場については、ＰＰＰ手法による市場再

整備事業を進めるとともに、安全・安心で新鮮な食材の安定供給

の役割を担ってまいります。 

 

② コンパクトなまちづくり 

 

次に、コンパクトなまちづくりについて申し上げます。 

まちなかでの定住人口の増加を図り、まちの賑わいを創出する

とともに、生活の諸機能がコンパクトに集合した、暮らしやすい

まちづくりが重要であります。また、地域の生活を支える道路網

の整備を着実に進める一方で、公共交通を充実させ、過度な自家

用車利用を改め、公共交通の利用促進を図る必要があります。 

市民の「歩くライフスタイル」への転換を一層促すため、富山

で歩く生活、いわゆる「とほ活」の取組を多角的に展開してまい

ります。 

また、市民がまちを楽しみながら安全かつ快適に歩けるよう、

公共施設や道路などの歩行空間にベンチを整備するなど、居心地

が良く歩きたくなるまちづくりを推進してまいります。 

富山駅周辺地区の整備については、北口駅前広場などの整備を

進めるとともに、県と連携し、富山駅付近連続立体交差事業が着

実に進捗するよう努めてまいります。 

また、富山駅北地区にさらなる賑わい創出をするため、ブール

バールの再整備を行うとともに、新たな移動手段としても期待さ

れる「グリーンスローモビリティ」のモデル運行を引き続き行い

ます。 

鉄軌道については、ＪＲ高山本線の増便運行を継続するととも

に、富山地方鉄道の安全性向上などを支援するほか、鉄道の利便

性向上を図るため、関係機関と連携し、あいの風とやま鉄道の
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「富山－東富山間」の新駅の設置や、呉羽駅の新改札の整備を支

援してまいります。 

さらに、富山駅の交通結節機能を強化するとともに、来街者の

利便性向上とキャッシュレス化を推進するため、関係機関と連携

し、全国で相互利用可能な交通系ＩＣカードシステムの路面電車

への導入を進めてまいります。 

バス交通については、市民に最も身近な公共交通であることか

ら、交通事業者に対し、路線バスの維持存続を図るための支援を

行ってまいります。 

コミュニティバスについては、地域が主体的に運行する「自主

運行バス」や「富山港線フィーダーバス」、「まいどはやバス」

の運行を支援するとともに、公共交通空白地域において交通手段

を確保するため、「市営コミュニティバス」や「デマンド型タク

シー」の運行を行ってまいります。 

また、小学校における交通、環境に関する授業や、民間企業を

対象とした通勤時の公共交通利用の意識啓発、広報などによる情

報発信を行う「とやまレールライフプロジェクト」を進め、市民

の公共交通への自発的な利用転換を促してまいります。 

市街地再開発事業については、引き続き、「中央通りＤ北地

区」において検討されている居住施設、スポーツ交流施設、商業

施設などから成る複合施設の整備を支援してまいります。 

中心市街地の賑わいの創出については、中心市街地活性化基本

計画に位置付けた事業を着実に推進するため、商業者、ＮＰＯ、

大学、まちづくり会社など、多様な主体との連携・協働の充実を

図りながら取組を進めてまいります。 

また、高齢者の外出を支援し、まちなかへの来街者の増加を図

るため、「おでかけ定期券事業」を実施してまいります。 

公共交通を軸とした拠点集中型のまちづくりの推進については、
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まちなかや地域の生活拠点となる鉄道駅などの周辺における一定

水準以上の住宅建設や取得などを支援してまいります。 

 

③ 潤いと安らぎのあるまちづくり 

 

次に、潤いと安らぎのあるまちづくりについて申し上げます。 

緑や水と親しめる親水空間や、公園などの環境整備を図るとと

もに、中山間地域の豊かな自然を活用した交流活動を推進する必

要があります。また、市街地においても良好なまち並みを整備す

るなど、潤いのある都市生活基盤の整備が重要であります。 

海辺の活用による沿岸地域の活性化については、水橋フィッシ

ャリーナの利用を促進するとともに、海洋レクリエーションの振

興に取り組んでまいります。 

公園整備については、市民の活動や憩いの場となる、呉羽山公

園、城山公園、山室二区公園などを計画的に整備するとともに、

「公園施設長寿命化計画」に基づき、公園施設の更新や補修を進

めてまいります。 

また、呉羽丘陵フットパスについては連絡橋の整備を進めてま

いります。 

森林整備については、計画的に人工林の間伐や竹林に覆われた

里山林の整備を促進するとともに、松くい虫などによる森林病害

虫被害の拡大防止に取り組んでまいります。 

また、森林の整備・保全を市民全体で支えていくため、森林ボ

ランティア団体への活動支援や、企業による森づくりを促進する

など、市民・企業・行政が連携した取組を推進してまいります。 

さらに、森林経営管理法に基づく新たな森林管理システムの構

築に努め、林業経営の効率化と適正な森林管理を促進してまいり

ます。 
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林道については、今年度策定した「林道施設長寿命化計画」に

基づき、各施設の必要な対策を進めてまいります。 

クマ対策については、クマの出没時に的確に対応するため、関

係機関との連携強化に努めるとともに、地域が主体となって行う

柿の摘み取りや草刈りなどのクマ対策活動を支援してまいります。 

中山間地域については、豊かな自然を生かした活動や農作業体

験などの交流事業を通じて、都市住民の方々に中山間地域と農林

業に対する理解と関心を深めてもらうとともに、耕作放棄地の発

生防止や多面的機能の確保、防災・減災力の強化として、夏期湛

水や水田貯留への取組を拡充してまいります。 

また、割山森林公園天湖森については、官民連携導入可能性調

査を行い、再整備に向けた検討を進め、さらなる地域の活性化と、

気軽に自然を体験することができる環境づくりに努めてまいりま

す。 

都市景観の保全については、都心景観をはじめ沿道景観や鉄軌

道沿線景観の質を高めるため、中心市街地において、屋外広告物

の適正化に向けた支援を行うとともに、違法広告物の是正指導な

どを強化してまいります。 

公営住宅については、今後ともバリアフリー化改修など、住環

境の整備に努めてまいります。 

 

④ 自然にやさしいまちづくり 

 

次に、自然にやさしいまちづくりについて申し上げます。 

将来世代へ恵み豊かな都市環境を引き継いでいくため、環境へ

の負荷を低減し、継続的で安定した環境にやさしい資源循環型の

まちづくりを市民・企業・行政が協働して進めていくことが必要

であります。 



23 

脱炭素社会に向けて温室効果ガスの大幅な削減に取り組む「環

境モデル都市行動計画」や、環境や超高齢社会などに対応した

「環境未来都市計画」により、地球温暖化防止のさらなる深化を

図るとともに、持続可能な経済社会構造の実現を目指してまいり

ます。 

再生可能エネルギーの利用促進については、住宅用の太陽光発

電システムや蓄電池などの設置を支援するとともに、本市が有す

る豊かな水資源を活用するため、市民に身近な農業用水を活用し

た小水力発電の普及に努めてまいります。 

また、民間事業者が行う充電インフラの整備を支援するととも

に、水素ステーションが整備されたことから、水素社会の実現に

向けて燃料電池自動車の導入を支援してまいります。 

ごみの減量化と資源化の推進については、出前講座のほか、幼

稚園や保育所、小学校を対象とする３Ｒ推進スクールを実施し、

さらなる啓発に努めてまいります。 

また、海洋ごみ対策の一環として、市内の準用河川などに網場

を長期間設置するなど、プラスチックごみの流出抑制対策を実施

してまいります。 

浄化槽汚泥の処理施設である「つばき園」については、施設整

備基本構想を踏まえ、再整備に向けた調査などを行ってまいりま

す。 

脱炭素社会の実現に向けて、国の地球温暖化対策の国民運動

「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」とも連携し、市民・企業・行政の協

働プロジェクトである「チームとやまし」の取組や、環境啓発活

動を推進してまいります。 

ＳＤＧｓの取組については、「ＳＤＧｓ未来都市計画」に位置

付けた各事業を着実に推進し、普及啓発イベントや、ＳＮＳ等を

活用した情報発信を通じて、わかりやすく市民等に伝えるととも
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に、ＳＤＧｓを「自分ごと」として捉え、自ら実践するサポータ

ーの登録や、ＳＤＧｓ推進コミュニケーターの養成を行うなど、

さらなる普及促進に取り組んでまいります。 

 

（３）「人が集い活気にあふれ希望に満ちたまち」 

 

第３は、「人が集い活気にあふれ希望に満ちたまち」でありま

す。 

 

① 新たな価値を創出する産業づくり 

 

まず、新たな価値を創出する産業づくりについて申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症の影響により経済情勢が厳しい状況

にある中、地域経済を支える中小企業者の融資制度については、

十分な融資枠を確保するとともに、利子助成などにより返済の負

担を軽減するほか、設備投資支援資金の限度額拡充及び緊急経営

基盤安定資金の取扱期間をさらに１年延長し、中小企業者の資金

需要に応えてまいります。 

また、中小企業者や小規模事業者が、廃業することなく事業を

引き継げるよう、経営権や特許権、建物・設備の取得などを支援

してまいります。 

産業を支え、活力を創出する人材育成については、商工業の分

野では、経営相談や経営指導、経営のノウハウを学ぶ実践塾を開

催するとともに、低利で利用できる創業者支援融資制度により、

経営と資金の両面からの支援に努めてまいります。 

また、近年のデジタル化の進展により、ビッグデータを分析・

活用できる人材の育成がますます重要となることから、富山大学

や、富山県・経済界と連携しながら、データサイエンティストの
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育成支援に取り組んでまいります。 

企業団地については、本年５月の分譲に向け「第２期呉羽南部

企業団地」の造成工事を進めるとともに、積極的に入居企業の誘

致活動を行い、早期完売に努めてまいります。 

企業の進出や設備投資に対しては、用地・建物・設備取得助成

金をはじめとした企業立地助成制度による支援を行い、さらなる

雇用の創出と地域経済の活性化に努めてまいります。 

新産業・新事業の創出については、企業の新たな設備投資への

支援や、本市の創業者支援施設などにおいて、独立開業を目指す

方や創業間もない経営者の育成に努めてまいります。 

また、地域課題解決型の官民連携プラットフォームである「と

やまシティラボ」の形成を進め、新たなイノベーションの創出を

図る「未来共創」の取組を推進してまいります。 

農林水産業の分野では、高齢化などにより担い手不足が顕著と

なっているため、関東甲信越の農学系大学等を訪問し、本市の農

林水産業の取組や、住みやすさをＰＲするほか、都内で開催され

る就農希望者を対象とするイベントに農業者と一緒に参加するな

ど、次世代を担う若い人材の確保に努めてまいります。 

また、「とやま楽農学園」を通じて、農業サポーターなどの多

様な担い手の育成・確保に努めてまいります。 

農林水産物のプロモーションについては、新型コロナウイルス

感染症の影響で需要の落ち込んだ農林水産物の生産者等を支援す

るため、都内の飲食店などにおいて「富山市農林水産物ワンウィ

ークジャックフェア」の開催や、商談会などに出展し、農林水産

物の多様な販売ルートを構築し、販路を拡大するなど、農林水産

業の活性化に努めてまいります。 

特産化を目指すエゴマ栽培については、ＡＩやＩＣＴなどを利

用するスマート農業を活用し、引き続き、その効果を検証すると
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ともに、エゴマを安定的に栽培するための研究会において、栽培

技術の向上と普及に努めてまいります。 

また、「富山えごま」の魅力を発信するため、エゴマの普及啓

発イベントやＳＮＳなどを活用した情報発信により、認知度の向

上を図ってまいります。 

新たに、果樹栽培においても、スマート農業を導入することで、

作業の省力化や効率化などについて、その効果を検証してまいり

ます。 

安全・安心で新鮮な地場農林産物のＰＲと消費拡大を図るため、

「地場もん屋総本店」を核とした地産地消の促進に努めるととも

に、６次産業化に取り組む農業者を支援してまいります。 

地域農業の中心となる担い手への農地の集積・集約化や、農業

用施設の整備及びスマート農業用機器等の導入を支援することに

より、農業経営の安定化と基盤の強化に努めてまいります。その

中でも、令和３年度着手地区として国営農地再編整備事業「水橋

地区」612ha が認められたことを受け、国や県等と連携し、事業

の円滑な推進に努めてまいります。 

また、農業用水路への転落事故を未然に防ぐために、意識啓発

や、安全施設整備に対する支援を行い、安全対策を推進してまい

ります。 

林業の振興については、森林資源の循環利用を促進するため、

木造住宅への市内産材の活用を支援してまいります。 

有害鳥獣対策については、カラスやイノシシなどによる農作物

被害が引き続き発生していることから、「鳥獣被害防止計画」に

基づき、有害鳥獣に対する捕獲活動の強化や追い払い対策などの

被害防止対策に努めてまいります。 

水産業では、新たに、水橋地区の「ホタルイカ定置網漁」にお

いて、「スマート水産業」を導入することで、漁業の見える化を



27 

図るとともに、その効果を検証してまいります。 

さらに、ヒラメやクロダイ、アユ、サクラマスなどの栽培漁業

を支援し、持続性のある漁業の振興に努めてまいります。 

 

② 観光・交流のまちづくり 

 

次に、観光・交流のまちづくりについて申し上げます。 

富山らしさがイメージできる「富山ブランド」を確立するとと

もに、多彩な観光資源の魅力を高め、国内外からの誘客を促進す

る必要があります。 

観光客の誘致については、県や県内自治体、とやま観光推進機

構などと連携し、大都市圏における観光ＰＲを行うほか、観光交

流協定都市や北陸新幹線沿線都市などとの連携を深め、広域観光

を推進してまいります。 

また、今後、普及が期待される「顔認証」を利用した決済シス

テムを市内の一部の飲食店や観光施設などに導入し、観光客の利

便性や消費への影響などを検証する社会実験を継続して実施して

まいります。 

滞在型観光の推進については、市内宿泊者に対し、路面電車の

無料利用券などの配布を継続するとともに、富山広域連携中枢都

市圏を形成する自治体などと連携して取り組んでまいります。 

また、観光客がまち歩きを楽しめるよう、ＡＩチャットボット

システムの運用により利便性の向上に努めるとともに、観光サポ

ーター研修を開催し、市民や事業者などとともに、観光客の受入

態勢の整備に取り組んでまいります。 

観光資源の創出・発信については、国内外の富裕層を対象に、

その土地ならではの食を目的とした「ガストロノミーツーリズ

ム」を金沢市と連携して行うとともに、まちなか観光案内所にお
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いて、富山市観光協会が実施する甲冑の着付や乗馬体験事業の支

援に取り組んでまいります。 

薬業の振興については、「薬都とやま」の魅力を発信するため、

くすりの歴史などを熟知したガイドの育成に取り組んでまいりま

す。 

物産振興については、事業者が取り組む「くすりの富山」のイ

メージを活かしたお土産品開発などへの支援を行うほか、首都圏

などで開催される物産展に出展し、本市の物産品の知名度向上や

販路拡大を図ってまいります。 

国際交流については、姉妹友好都市との交流を継続するととも

に、市民主体による国際交流活動を促進するため、関係団体の取

組を支援してまいります。 

 

③ いきいきと働けるまちづくり 

 

次に、いきいきと働けるまちづくりについて申し上げます。 

安定した雇用と多様な就業機会の確保や、働きやすい労働環境

の整備が必要であります。 

引き続き、障害者やひとり親家庭の父母、高年齢者を雇用する

事業主に対して奨励金を交付し、雇用の促進に努めてまいります。 

また、ＵＩＪターン就職への意識醸成を図る座談会や、県内外

の大学生などを対象とした企業説明会を開催するほか、東京圏か

ら就業や起業を目的に本市へ移住した方に移住に要する費用を助

成し、市内企業への就業促進と人材確保につなげてまいります。 

さらに、市内の高校生で県内の大学等に進学する方や、働きな

がら学ぶ方を対象とした奨学金制度の運用に加え、求職者の資格

取得を支援することで、人材の育成と定着を促進してまいります。 

このほか、事業所内保育施設の新設・運営や、事業所内に女性
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専用設備を整備する際の費用の助成など、企業が取り組む労働環

境の整備を支援してまいります。 

多様な働き方に対応するとともに、将来的な定住の促進を図る

ため、県外在住者が、まちなかにおいて二地域居住として本市に

滞在するための住宅取得を支援してまいります。 

 

④ 歴史・文化・芸術のまちづくり 

 

次に、歴史・文化・芸術のまちづくりについて申し上げます。 

伝統的文化や文化遺産の保存・活用、ガラス工芸などの魅力あ

る文化の創造などに努めるとともに、市民の自主的な芸術文化活

動を支援する必要があります。 

文化財保護については、隣接して所在する「旧馬場家住宅」及

び「旧森家住宅」において、北前船で栄えた岩瀬の歴史を紹介す

るなど魅力的な展示を通して賑わいを創出するとともに、引き続

き伝統的なまち並みの保全に努めてまいります。 

また、婦中安田城跡歴史の広場については、再整備事業を進め

るとともに、市民の学習や憩いの場としての活用に努めてまいり

ます。 

「ガラスの街とやま」の推進については、富山ガラス造形研究

所や富山ガラス工房などの施設が集積する郊外の「グラス・アー

ト・ヒルズ富山」と、まちなかの「富山市ガラス美術館」が連携

し、「ガラスの街とやま」の魅力を国内外に発信するとともに、

富山ガラスのブランド化の推進とガラス作家の定着・育成支援に

努めてまいります。 

富山市ガラス美術館については、まちなかの賑わい交流の拠点

の役割を担うとともに、これまで培ってきた「ガラスの街とや

ま」の認知度をより一層高めるための広報活動や教育普及活動な
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どを行ってまいります。 

また、サントリー美術館と富山市所蔵のガラス作品を一堂に展

示する企画展を富山市ガラス美術館で開催するほか、ガラス作品

の国際公募展である「富山ガラス大賞展 2021」を開催し、現代グ

ラスアートが持つ魅力と可能性を世界に向けて発信してまいりま

す。 

デザインの振興については、市民や企業に理解を深めてもらう

ため、デザインフェアを開催し、優れた商業・広告デザインの作

品展示を行うとともに、デザインスクールなどを通して次代を担

う人材の育成を図ってまいります。 

文化の振興については、芸術文化ホールが開館 25 周年を迎え

ることから、特別記念公演を行うとともに、幅広いジャンルの音

楽や舞台芸術に関する公演を開催し、優れた芸術文化に親しむ機

会の充実に努めてまいります。 

また、芸術文化ホールなど芸術文化活動拠点の機能の充実に努

めるとともに、中規模ホールについては、令和５年度の供用開始

に向けて整備を進めてまいります。 

 

（４）「共生社会を実現し誇りを大切にする協働のまち」 

 

第４は、「共生社会を実現し誇りを大切にする協働のまち」で

あります。 

 

① 市民協働による共生社会づくり 

 

まず、市民協働による共生社会づくりについて申し上げます。 

市民、ＮＰＯ、企業といった多様な担い手が、地域の活性化や

福祉の向上などの地域課題を解決するため、行政と協働・連携し



31 

て取り組む公募提案型協働事業を実施し、市民主体のまちづくり

の推進に努めてまいります。 

また、市民と協働して公園の清掃や除草などの維持管理業務を

行うため、公園愛護会などを支援してまいります。 

ボランティアの育成・支援については、ボランティア活動の保

険料補助などを行うとともに、災害時における円滑なボランティ

ア活動の支援体制を強化してまいります。 

誰もが、その個性と能力を十分に発揮し、いきいきと活躍でき

る社会づくりのため、男女共同参画意識の浸透や、ワーク・ライ

フ・バランスの向上を図るとともに、あらゆる分野における女性

活躍の推進に努めてまいります。 

市民主体のまちづくりの推進については、広報紙やインターネ

ット、各種報道手段により市政情報を積極的に発信していくこと

で、市民との情報の共有を図るとともに、タウンミーティングな

どを通じて意見交換の機会の充実に努めてまいります。 

コミュニティの強化については、水橋地域において新たなコミ

ュニティの拠点となる「（仮称）水橋会館」の整備を進めてまい

ります。 

 

② 市民の誇りづくり 

 

次に、市民の誇りづくりについて申し上げます。 

人口減少社会においても、高次都市機能が集積する中核都市と

して人口流出を食い止める「人口のダム機能」を果たすため、人

口力を維持・向上させ、将来世代に対して、責任を持てる持続可

能な「選ばれるまち」となる必要があります。 

「暮らしたいまち」、「訪れたいまち」として選ばれるため、

富山の魅力を発掘し、戦略的かつ効果的に情報発信を行ってまい
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ります。 

住んでいる地域に対する親しみや愛着は、定住を支える大きな

要因であるため、「ＡＭＡＺＩＮＧ ＴＯＹＡＭＡ」のキャッチ

フレーズのもと、市民と連携した事業の展開に努め、本市の多様

な強みや魅力を市民自らが気付き、感銘するきっかけを提供する

ことで、市民がいつまでも本市に「住み続けたい」、また、一旦

離れても「帰りたい」と思えるよう、本市に対して愛着や誇りを

抱くシビックプライドの醸成に努めてまいります。 

 

③ しなやかな行政体づくり 

 

次に、しなやかな行政体づくりについて申し上げます。 

計画的で効率的な行財政運営の推進については、「第４期富山

市行政改革実施計画」に基づき、事務事業の見直しや定員等の適

正化、外郭団体を含む組織の見直しなどに取り組むとともに、民

営化や指定管理者制度など、民間活力の活用を図るほか、デジタ

ル技術の活用などにより行政サービスの効率化と質の向上に努め

てまいります。 

ファシリティマネジメントについては、「公共施設等総合管理

計画」や「公共施設マネジメントアクションプラン」などに基づ

き、計画的かつ戦略的な管理運営に努めてまいります。 

また、新たな複合化施設整備のモデルとなる大沢野地域と大山

地域の行政サービスセンターの再編を核としたリーディングプロ

ジェクトについては、ＰＦＩ手法による整備を進めてまいります。 

一定規模以上の公共施設の整備については、「産・官・学・

金」が対等な立場で対話や情報共有を行う「とやま地域プラット

フォーム」などを活用しながら、多様なＰＰＰ手法を優先的に検

討してまいります。 
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情報セキュリティ対策の強化については、県及び県内市町村が

一体となって構築した「富山県自治体情報セキュリティクラウ

ド」を活用し、サイバー攻撃や情報漏えいを防いでまいります。 

また、リアルタイムに変動する様々な情報を集約するため、市

内のほぼ全域で構築したセンサーネットワークを活用し、新たな

市民サービスの実現や、集積した情報をビッグデータとして多角

的に分析することにより、行政事務の効率化や政策の立案を進め

てまいります。 

職員の意識改革と組織の活性化については、本市が進むべき方

向性や取り組むべき課題を職員が共有し、組織全体が一丸となっ

て各種施策の推進に取り組んでいく組織風土の醸成に努めてまい

ります。 

職員研修については、人材育成基本方針に基づき、自己啓発の

支援や職場研修、集合研修などを体系的に実施し、職員一人ひと

りの能力を一層高めてまいります。 

また、職員の視野の拡大を図り、行政実務能力や政策形成能力

などを養成するため、省庁などへの職員派遣を行うとともに、企

業の経営や地域経済の活性化などの手法を学ぶため、民間企業へ

の研修派遣を継続してまいります。 

 

４ 歳入予算の概要 

 

次に、歳入予算の概要について申し上げます。 

一般・特別・企業の各会計を通じて、歳入予算の計上にあたり

ましては、国の経済見通しや地方財政計画などを参考にしながら

積算しております。 

このうち、市税、地方譲与税及び交付金については、新型コロ

ナウイルス感染症の影響など、最新の社会経済情勢や、地方税制
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改正などによる影響額などを総合的に勘案し、計上したところで

あります。 

地方交付税については、国の地方交付税総額や本市の基準財政

収入額及び需要額の動向などを勘案して見込み得る額を、国及び

県支出金については、それぞれ事業に見合った額を計上しており

ます。 

市債については、将来の財政の健全性を堅持するため、地方交

付税措置のある起債を活用することとしております。 

使用料・手数料などについては、過去の実績を勘案し、見込み

得る額を計上しております。 

 

５ その他の案件 

 

次に、予算以外の案件について申し上げます。 

条例案件については、「富山市スポーツ施設条例の一部を改正

する条例」を制定するものなど 43件であります。 

その他の案件については、辺地に係る総合整備計画策定の件な

ど 10 件であります。 

以上が提出いたしました案件の概要であります。 

 

令和２年度補正予算等の概要 

 

次に、令和２年度各会計の最終補正予算などの概要について申

し上げます。 

予算案件については、一般会計では、国の補正予算に伴い実施

する事業に要する経費や、基金積立金などを計上しております。 

精算補正については、事業費の減額補正や、国・県支出金や市

債、使用料の増減などについて、財源の振替措置を行うものなど
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であります。 

特別会計については、公債管理特別会計では、元金及び利子の

減額による精算補正を、駐車場事業では、料金収入の減額による

精算補正を、後期高齢者医療事業では、広域連合への負担金の増

額による精算補正を、まちなか診療所事業では、診療収入などの

減少による精算補正などを、国民健康保険事業では、県などへの

償還金の精算補正を行うものであります。 

このほか、企業団地造成事業では、財源の振替措置や、元金及

び利子の減額による精算補正を、白樺ハイツ事業では、特別会計

の廃止に伴う元金の精算補正を、牛岳温泉スキー場事業では、施

設使用料の減額による財源の振替措置を、競輪事業では、車券売

上収入の増額による精算補正を、農業集落排水事業では、事業費

の減額による精算補正を、公設地方卸売市場事業では、使用料収

入の減額による財源の振替措置などを行うものであります。 

企業会計については、公共下水道事業において、国の補正に伴

う事業費の補正を、病院事業では、決算見込みに基づく精算補正

などをそれぞれ行うものであります。 

条例案件については、「富山市新型コロナウイルス感染症対策

利子補給事業基金条例」を制定するもの１件であります。 

契約案件については、大沢野地域公共施設複合化事業における

特定事業契約締結の件１件であります。 

その他案件については、指定管理者制度導入施設について、指

定管理者などを定めるもの 33件であります。 

報告案件については、損害賠償請求に係る和解の件の専決処分

について報告するものなど３件であります。 

以上が提出いたしました令和２年度最終補正など、諸案件の概

要であります。ご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げ

ます。 


